
           

  

          
 

   

皆様は地域包括支援センターのことをご存知でしょうか。 

 

多方面からみなさんを支えます(その 2) 

○ 医療機関や行政その他の関係機関との連携体制づくりをすすめま

す。 

   高齢者が住みなれた地域で安心して暮らすことができるよう

に、様々な職種や機関と連携するためのネットワーク作りを

すすめています。必要に応じては、医療機関の紹介や行政と

の協働、その他関係機関の橋渡し役としての役割を担ってい

ます。どこに相談をしたら良いだろうと思ったときは、お気

軽にご連絡ください。 

※ その他の相談事があれば、ぜひご相談ください。 

 

  

 

 

認知症であるかどうかの診断は、脳の検査だけでなく、様々な検査を行い判断され

ています。必要によっては専門医療機関での診断を受けることもあります。その診断

によって、症状や状態に合わせながら適切な治療が必要となります。 

今回は、認知症の診断の流れを紹介します。 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認知症に関する相談ついては、認知症専門医まで！ 

・認知症サポート医(かかりつけ医の認知症診断等に関する相談アドバイザー役と

なり、専門医療機関等との連携を推進する、広島市が認定した医師) 

・かかりつけ医認知症対応力向上研修修了者(認知症についての知識・技術や家族

からの話や悩みを聞く姿勢を習得し、広島市が認定した医師) 

・もの忘れ・認知症相談医【オレンジドクター】(もの忘れ・認知症の相談が可能

である医師として，広島県が認定した医師) 

詳しくは広島市三和地域包括支援センターをお気軽にご相談ください。 

                                                 

《 流 れ 》 《 内 容 》 

・ いつごろからもの忘れがあるのか？ 

・ 生活の様子、生活のどんなところに支障があるのか？ 

・ 記憶力や判断力、理解力などにどの程度の障害がある

のか？ 

・ 認知症を引き起こす原因となる身体的疾病などがな

いか？ 

・ 脳に萎縮や梗塞、腫瘍などがないか？ 

・ 脳の血流、酸素消費量から、どの部分がどのくらい活

動しているか？ 

① 問   診 

② 心 理 検 査 

③ 血 液 検 査 

 尿 検 査 

④ 画 像 検 査 

⑤ 診 断 ・ 治 療 


